












介護保険料（第１号被保険者保険料）の算定

段階 対象者 割合

第 段階

老齢福祉年金の受給者で、本人や世帯員が住民税非課税の方

生活保護の受給者

本人や世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入が 万円以

下の方

基準額×0.455
※

第 段階
本人や世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入が 万 円

以上 万円以下の方

基準額×

第 段階
本人や世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入が 万

円以上の方

基準額×
（ ）

第 段階
本人が住民税非課税 世帯内に住民税課税者がいる場合 で、合計所得金額＋課

税年金収入が 万円以下の方
基準額×

第 段階 本人が住民税非課税 世帯内に住民税課税者がいる場合 で、第 段階以外の方 基準額

第 段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円未満の方 基準額×

第 段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第 段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第 段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×1.75
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第１０段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第１１段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第１２段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第１３段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第１４段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額×

第１５段階 本人が住民税課税で合計所得金額が 万円以上の方 基準額×
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介護サービス事業所

費用の 割～９割
の支払い

請求

保険関係
介護保険サービス１割～３割負担

保険者（市区町村・広域連合）

介
護
保
険
制
度
の
仕
組
み

被保険者

第１号被保険者
（ 歳以上の方）

第２号被保険者
（ 歳から 歳までの方）

要介護・要支援認定

※（ ）（ ） については、国の予算措置が行われた後、国の基準に従い、軽減措置を講じる予定です。
※今後、国において上記以外の軽減措置が講じられる場合は、当該措置に準拠する予定です。

　総給付費に、特定入所者介護サー

ビス費等給付額、高額介護サービス

費等給付額、算定対象審査支払手数

料を加えて、各年度の標準給付費見

込み額を算出します。また、計画期

間中の各年度の地域支援事業費等を

見込み、調整交付金等を勘案して、

保険料収納必要額（計画期間に要す

る費用の総額）を求めます。これを

もとに介護保険を算出します。
※国負担分の25％のうち、5％は調整交付金であり、75歳以上の

　方の数や高齢者の方の所得分布の状況に応じて増減します。

第９期介護保険料基準額（第５段階）

【令和６（ ）年度から令和８（ ）年度まで 】

月額 円（年額 円）
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